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                                   No.4  2001 年 7 月 13 日          
                                               

                      東アジア諸国と円ドル相場                                                  

                                                                                                         

                                             調査部主任研究員 絹川 直良                     
 

 韓国、台湾や ASEAN 諸国を中心に、東アジア諸国の景気減速報道が続いており、軒

並み今年の GDP 伸び率予想が下方修正されている。 
 
 一方、円ドル相場がこのところ円安に振れているが、日米関係に重点を置いて、米国

が一段の円安を許容するかどうかといった角度で論じまた為替相場動向を予想するも

のが多い。日本が構造改革を本格的に進めるのであれば、米国もその結果としての穏や

かな円安はこれを許容しようといった意見がその例だが、中には、日本の景気浮揚策と

して思い切った円安政策を取るべきとの議論もみられる。 
 
 この点、本年 4 月初に円ドル相場が 126 円近くまで円下落の後、反転したのが ASEAN
蔵相会議の直前であったことが思い起こされる。同蔵相会議は共同声明で、円安が域内

金融市場を不安定にさせASEANの持続的成長に悪影響を与える可能性があるとの強い

懸念を表明した。日本の通貨政策が東アジア諸国との関係でとらえられ、市場に多少な

りともインパクトを与えた数少ない例かもしれない。 
 
 タイをはじめ東アジア諸国の中には、自国通貨を米ドルに事実上ペッグさせていたと

ころが多く、これが 97 年夏に始まった通貨危機の原因のひとつとされている。確かに、

95 年 4 月に 79 円 75 銭まで下落した後、98 年央に 146 円台まで上昇するという急激な

円ドル相場の動きによって、タイを初め東アジア諸国の対外競争条件は大きく変化した。 
 
 通貨危機の結果これら国々の多くは対米ドル相場を切り下げ、より柔軟な管理フロー

トに移行した。それゆえ、多少円安ドル高になってもこれら諸国へのインパクトは相対

的に小さいと主張する向きもある。 
 
 しかし、通貨バスケットを取っているシンガポールについてみると、通貨危機の最中

こそ通貨バスケット中の米ドルの組み入れ比率が低下したものの、最近また米ドルの比

率が上昇しているとの研究結果が得られている。管理フロート制に移行したというタイ

についても、分析を行うと米ドルへの連動性が高まっているとの結果が得られている。

急激な円ドル相場の変化があればこれら諸国に少なからぬインパクトを与えることは

間違いない。 
 東アジア諸国に通貨バスケット制の採用を求めようと言う意見が日本には多い。しか
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し、通貨バスケット制も、円ドル相場、ユーロ・ドル相場の変動がこれらアジア諸国経

済にもたらすインパクトを緩和できても排除することはできない。円、ドル、ユーロの

三極通貨間の為替相場の安定は、このような点からも引き続き極めて重要と考えられる。 
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